
償還額の上限について 

 

別表                             （単位：円） 

 

※接種費用の支払い額を証明できない場合の上限額 

例）領収書の原本を紛失してしまった、 

申請書類⑥のヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請証明書 

を提出できない等 

 接種費用 予診のみ 

接種日（予診日）の属する年度 接種費用の 

上限額 

※ 予診のみの

上限額 

平成２５年度 １５，９４０ １２，６００ ３，０００ 

平成２６年度 １６，４００ １２，９６０ ３，０８０ 

平成２７年度 １６，３７０ １２，９６０ ３，０５０ 

平成２８年度 １６，３７０ １２，９６０ ３，０５０ 

平成２９年度 １６，３９０ １２，９６０ ３，０５０ 

平成３０年度 １６，２３０ １２，９６０ ３，０５０ 

平成３１年度（４月） １６，２３０ １２，９６０ ３，０５０ 

令和元年度（５月～９月） １６，２３０ １２，９６０ ３，０５０ 

令和元年度（１０月～３月） １６，５３０ １３，２００ ３，１１０ 

令和２年度 １６，５９０ １３，２００ ３，１７０ 

令和３年度 １６，５９０ １３，２００ ３，１７０ 


